
平成13年度杉並区事務事業評価表
中央図会館雄翠維持管連・運営 963

鯉．

83000

986

65

（1）地’治法第2条第2項

（2〕図書館法第2条、第畠条、第1⑪条

（3〕杉並区立図書館条倒、同運営規貝一

　　　岨　　＿盟　由¶　　　　　　　　　　　　　　一。　L　鞘抽　皿　咄
　　　中央図書館の施設維持管理、電子計算機の維持管理・運営讐を
　　通じて、図書館禾1』用者への図書館サービスを提供する。

ω　図書館開館日数（年聞）

（2）図書館入館者数

ω

②年聞貸出資料数÷図書館開飽目数（年闇）

ヒの創造及び生涯挙習の支援を行っている。
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灘灘鰯

鰯灘駿

間貸出資料数

個人貸典冊数十団体貸出
数（橿聴覚資料含む．）．

1O年度．実績800一宮95冊

11年度実績895，38章冊
．1睾年崖実績昌76、百78冊
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839　　　　9宮5 1．205　　　　　　　878 二，205

用　び　　手　の が　　り、 の、　・けは、’ ま　　　　　れている。

ターネヅトの急遠な普及により、図書館サービスの情報提供のあり方に変葦茜…求められている。

通年開館及ぴ開館　閤延長。
学習室及ぴパソコンル」ムの設置。
インターネットでの書誌情報の提供、リクエストの受付、レファレンスサービスの実施が求められている・

IT　報鼓術）の急　な普及により、インターネットを1凋した同報発信や情報提供等・　たな図書館サー

ビスの提供が必要とされる。
地域に開かれ、身近な図書館にしていくため、NPO・ポランティアとの協働による図書館運営の推進オ泌

要とされている。　平成15年、施行予定のrハッピーマンデー法改正」による月曜日祝目の胤
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　　■■

嚢
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平成11年度とI2年度の開館目数は、同目数でありながら入館　数が25・091人滅少し・開館肩一日
換算にすると島9人減となる．これは平戒11年度から実施した貸出限度絆数の増加（5冊→10
冊〕によることが原霞と考えられる。

理面で、目品清 時間牽短 して委託経 を肖■」　した。

驚董事業費1潜動■の増加
曲醒仙轟義朝鞘鞘耕　　一　珪

▼拙

’’’鵠

適切曲い（理申プ〕

’妻≡≡≡≡ある（区民ヒΦ役割分担、協励〕．

理由1
区内の・身近な地域に図書館を設置し、サービスを提供することは・地
域文化の創造と生涯学習の支援を図る上で区め責務である二

理由1

理由1
受益者負擢につい’ては、図書館法第17条により、公立図書館におけ

る入館料等の無料が規定さ．れている。

理
対象占体は適切であり見直す余飽はない。

理由：

N　PO・ボランティアとの鵠働による図書鍍運営。

鱈

歳桑あ尚王にづそ、平成14年度実施に向け、月曜目の祝日を開館し休館目をずらす方向で横討中く具体的には、振替休目の月躍日を開館して翌火曜
目を休鯖とする。また・月曜月が槻目の場合1ま・現行では月・火曜目崩休館となっているカ…月曜目は開館して火曜目のみを休館とする〕回
NPO・ポランティアとの協働による図審館運営邪平成15年度から計画されてお臥コストの面で反映が予想される。また、情報化推進としセ、平成干3年産から

書誌憎報をインターネシトで提供する。

箇書館ホームページ開設に伴う情報機器くハニ防；≡ア＆ソフトウ虫

ア）の賃借料。（25，OOO千円〕
月曜目．の祝貝．開館（開館目の増〕による光熱水嚢の増。

鱗婁…

25000
増大する。また、インターさツトで書誌情報を提供する
ことにより、在宅で、春誌崩検索できるようになり利用者

の剰便が飛躍的に向上する。

4



平成13年度杉並区事務事業評価表
地域図書館尭謹維持管塑．・運営’ 964

呂3000

地域図書館施設10館、図書館利馬者

嚢轟籔葦離襲…嚢萎姜嚢1
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（1〕

く2〕

（3〕

地方　治法第2　2項

園書館法第2条、第3条、第10条

杉並区立図書館条例、同違営規則

（1〕図書館闇館目数（年間〕

（2）図書館入館者数

｛1〕

｛2〕

図書館入館者数一図書館開館目数（年間〕

年閻貸出資料数一図書館闘館日数（年間）
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、昭口47
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成果指標②年
の内訳

間貸出資料数

個人貸出偲数十団体貸出
数（視聴覚資料含む）

1O年度集績2，992，呂77冊
11年度実絞豊，444，247冊
12年産実績宮，’帥o，995親

いる。また㌔インターネットの普及によ

いる。

O。昭　40　　に
備であると同時に老朽化が著しく、改築が必要とされて

り、図書館サービスの情報提供等のあり方に変箪オ…必要とされてきて

図書館未整備地域への図書館　設。
高齢者や障害者のための、バリアフリー化。洋式トイレやエレベrターが施されていない図書館について
の施設改善。勉強室及ぴパソコンルームの設置。区立図書館同一定期休館日の見直し要望など。

インターネット時代に対応する図警館の設備対策及ぴ図書館運営赤必要とされてくる。
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鰯1

簿

灘

平成11年度と12年　の闘館目数は、同日数でありながら入鏑者数洲5毛伽人　少し・開館目一目
一織こ換算すると54人減となる苗これは平成11年度から実施した貸出限度冊数の増加（5冊→1

○冊）によることが原因と考えられる。

目吊 時間をI．して委託 盈』　した。

貫献度大｛理由→）

ワ嚢

1’、萎護’；≡’　　　．亜　■．

轟縫

飽域支化の会睦と生涯学習の支援を行う上で、図書館の存在意義は大

きい。

理由：
区内の身近な地域に図書館を設置し、サービスを提供することは・地

域文化の創造と生涯学習の支援を図る上で区の賓務である。

理由・

理由．：

受益者負担にづい七は、図書館法第i7条により、公立図書館におけ
る入館料等の無料が規定さ．れている。

理由・1

対象自体は適切であり見直す余地はない。

理由：
N　P　O．・ポラ：／ティナとの協働による図書館運営。

≡、一、弼鼎・．¶．・・．■坤山…

瀞鰐港灘鰯蟻鐵葦鯉誰鶴灘款鶉藷鱗簸灘瀦戴雛駄牢成解度から
書誌情報をインタ十ネシトで提供する。

．・珪　；

増大する。また、インターネットで書誌情報を提供する
ことにより、在宅で、書誌が検索できるようになり禾■』用者

の利便が飛躍的に向上する目
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